
本
稿
は
殷
代
晩
期
の
武
丁
期
に
お
け
る
、
殷
王
朝
の
貢
納
体
制
の
分
析
を
通
じ

て
、
「
王
朝
秩
序
」
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
王
朝
秩
序
」
と
は

王
を
頂
点
と
し
て
、
血
縁
や
地
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
氏
族
が
階
層
的
関
係
に
あ

る
状
態
を
指
す
。
殷
王
朝
の
基
本
構
造
は
氏
族
の
居
住
す
る
邑
を
単
位
と
し
、
邑

の
規
模
に
よ
っ
て
大
邑
ー
族
邑
ー
属
邑
と
い
う
累
層
的
関
係
が
提
示
さ
れ
て
お

(
l
)
 

り
、
こ
の
構
造
は
殷
代
全
般
に
わ
た
り
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
王
朝
秩

序
」
が
史
料
に
よ
っ
て
跡
付
け
ら
れ
る
の
は
甲
骨
文
の
残
る
殷
代
晩
期
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
第
一
期
、
す
な
わ
ち
第
一
―
―
一
代
の
王
、
武
丁
期
に
属
し
て
い
る
甲

(
2
)
 

骨
文
は
数
量
的
に
最
も
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
期
の
「
王
朝
秩
序
」
を

笠

括

的

に

提

示

し

た

研

究

は

な

い

。

『

「
王
朝
秩
序
」
に
つ
い
て
は
多
方
面
か
ら
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
―
つ
は
、

王
朝
が
氏
族
を
従
属
さ
せ
た
際
に
、
氏
族
の
祭
祀
を
王
朝
の
祭
祀
体
系
に
組
み
入

れ
、
そ
の
王
朝
祭
祀
の
最
高
権
威
者
と
し
て
王
が
君
臨
し
、
祭
祀
を
通
じ
て
支
配

(
3
)
 

を
行
っ
た
と
す
る
祭
政
的
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
氏
族
の
族
神
を
自

は

じ

め

に

記
事
刻
辞
を
中
心
に

殷
代
武
丁
期
に
お
け
る
貢
納
体
制

然
神
あ
る
い
は
王
室
の
祖
先
神
と
し
て
王
朝
の
祭
祀
対
象
に
し
た
と
説
明
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
数
例
し
か
な
く
、
全
て
の
従
属
氏
族
に
対
し
て
言
え
る
も
の
で
は

な
い
。
第
二
は
、
王
朝
に
は
王
室
を
支
え
る
組
織
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
王
子
身

分
の
集
団
で
あ
る
多
子
や
、
王
族
へ
と
嫁
い
で
き
た
婦
人
の
集
団
で
あ
る
多
帯
な

ど
の
族
集
団
が
あ
り
、
王
室
と
の
血
縁
的
な
紐
帯
が
王
朝
の
秩
序
に
な
っ
て
い
た

(
4
)
 

と
す
る
親
族
的
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
子
集
団
や
多
帯
集
団
は
殷
王
朝
に
従

属
す
る
氏
族
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
殷
王
朝
全
体
の
秩
序
は
捉
え
ら
れ
な

い
。
従
属
氏
族
全
体
を
包
括
し
う
る
視
点
を
導
入
し
た
も
の
に
、
田
脹
の
研
究
が

(
5
)
 

あ
る
。
王
が
殷
都
近
く
の
従
属
氏
族
の
名
を
つ
け
た
土
地
を
巡
り
、
狩
猟
を
行
う

こ
と
で
王
と
氏
族
と
の
関
係
を
構
築
し
て
い
た
と
す
る
が
、
史
料
上
の
制
約
か
ら

第
一
期
に
お
い
て
は
王
と
氏
族
と
の
関
係
が
形
成
さ
れ
る
上
で
、
田
脹
は
機
能
し

て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。

そ
こ
で
、
第
一
期
に
お
け
る
王
と
氏
族
と
の
秩
序
関
係
は
、
別
の
視
点
か
ら
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
貢
納
に
着
目
す
る
。
卜
辞
に
は
野
獣
を
貢
納
し

(
6
)
 

た
「
貞
笑
闊
来
白
馬
五
」
（
合
集
九
一
七
七
）
つ
ま
り
笑
族
が
白
馬
五
匹
を
貢
納

し
た
事
例
が
見
え
る
他
、
奴
隷
、
牲
畜
、
農
作
物
、
貝
•
玉
•
象
歯
等
奇
珍
、
手

(
7
)
 

工
業
品
、
邑
な
ど
様
々
な
物
を
貢
納
し
た
事
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

JI [ 

瀬

実

＝―-ロィ
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一
、
記
事
刻
辞
か
ら
窺
え
る
貢
納
体
制

例
は
少
な
く
、
関
与
す
る
氏
族
も
わ
ず
か
で
あ
り
、
卜
辞
中
の
貢
納
の
記
事
か
ら

は
貢
納
の
全
体
像
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
記
事
刻
辞

で
あ
る
。
記
事
刻
辞
は
卜
占
に
用
い
ら
れ
た
亀
甲
や
牛
肩
押
骨
の
周
縁
部
に
、
貢

納
に
関
与
し
た
氏
族
名
と
貢
納
数
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
数
百
例
に
の
ぼ
る

記
事
刻
辞
に
は
数
十
の
氏
族
が
見
え
、
貢
納
の
全
体
像
を
明
示
す
る
に
は
十
分
な

史
料
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
記
事
刻
辞
は
第
一
期
に
し
か
見
え
な
い
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
記
事
刻
辞
は
氏
族
名
と
貢
納
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

り
、
従
来
、
記
事
刻
辞
を
用
い
て
貢
納
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
は
な
か
っ

た
。
近
年
、
末
次
信
行
氏
は
記
事
刻
辞
を
取
上
げ
、
氏
族
か
ら
多
帯
な
ど
の
族
集

団
を
中
継
し
て
、
王
や
貞
人
の
い
る
卜
府
へ
甲
骨
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
第
一
期

(
9
)
 

の
卜
占
制
度
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。

本
稿
で
は
卜
亀
・
ト
骨
の
貢
納
を
従
属
氏
族
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
の
一
っ
と
し

て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
従
属
氏
族
、
族
集
団
や
貞
人
あ
る
い
は
王
が
一
連
の
貢

納
の
中
で
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
を
解
明
し
、
こ
の
貢
納
体
制
が
第
一
期

に
お
け
る
「
王
朝
秩
序
」
に
ど
の
よ
う
に
係
わ
っ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。

(
-
）
殷
代
の
貢
納
と
記
事
刻
辞

記
事
刻
辞
に
記
さ
れ
る
卜
亀
・
ト
骨
の
貢
納
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

を
、
胡
厚
宣
氏
の
研
究
を
も
と
に
概
観
し
て
お
く
。

〈
記
事
刻
辞
の
名
称
と
そ
の
部
位
〉

記
事
刻
辞
に
は
五
種
あ
り
、
亀
の
甲
羅
に
み
え
る
甲
橋
刻
辞
•
甲
尾
刻
辞
・
背

甲
刻
辞
、
牛
の
肩
押
骨
に
み
え
る
骨
臼
刻
辞
・
骨
面
刻
辞
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

部
位
は
、
甲
橋
は
亀
甲
の
腹
甲
反
面
の
左
右
端
、
甲
尾
は
腹
甲
反
面
の
尾
側
、
背

甲
は
背
甲
反
面
の
切
断
側
に
見
え
る
。
骨
臼
は
牛
肩
押
骨
の
関
節
の
窪
み
、
骨
面

(10) 

は
骨
扇
正
面
の
下
方
あ
る
い
は
骨
扇
反
面
の
辺
縁
部
に
見
え
る
。

〈
記
事
刻
辞
の
内
容
〉

記
事
刻
辞
は
神
意
に
諮
っ
た
卜
辞
と
は
異
な
り
、
単
に
貢
納
を
記
録
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
文
型
が
見
ら
れ
る
。

雀
閥
入
二
百
五
十
（
合
集
七
六
八
反
）

丁
亥
乞
自
雰
嘔
十
屯
争
暉
（
合
集
一
二
九
五
―
四
臼
）

帯
寧
井
闘
示
一
屯
亘
魯
（
合
集
一
三
〇
臼
）

一
番
目
は
「
某
入
若
干
」
型
（
以
後
「
入
」
群
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
甲

橋
・
甲
尾
・
背
甲
の
卜
亀
に
し
か
見
え
ず
、
「
入
」
の
他
に
「
来
」
・
「
氏
」
・
「
取
」

の
動
詞
が
見
え
る
が
、
ど
れ
も
納
入
の
意
味
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
文
型
は
卜
亀

(11) 

の
貢
納
を
表
し
て
い
る
。
二
番
目
は
「
（
某
）
乞
自
某
若
干
」
型
（
以
後
「
乞
」

と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
「
乞
」
は
徴
収
の
意
味
で
あ
り
、
甲
橋
・
背
甲
・
骨
臼
・
骨

面
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
卜
亀
と
卜
骨
が
徴
収
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。
―
―
一
番
目

は
「
某
示
若
干
」
型
（
以
後
「
示
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
り
、
甲
橋
・
背
甲
・
骨
臼
・

(12) 

骨
面
に
見
え
る
。
「
示
」
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な

く
と
も
甲
骨
の
納
入
か
ら
卜
占
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
行
為
を
指
し
て
い
る
と
言

え
、
こ
こ
で
は
甲
骨
に
対
す
る
何
ら
か
の
処
理
を
表
す
と
言
う
に
と
ど
め
て
お

く
。
「
乞
」
・
「
示
」
に
見
ら
れ
る
屯
は
牛
肩
押
骨
の
左
右
一
対
あ
る
い
は
二
分
し

た
背
甲
一
組
を
表
す
単
位
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
文
型
の
う
ち
、
「
入
」
群
・
「
乞
」
・
「
示
」
の
他
に
史
官
の
署
名
が

刻
ま
れ
る
。
こ
れ
は
甲
尾
を
除
い
た
四
種
に
見
ら
れ
、
卜
占
に
用
い
る
ま
で
甲
骨

(13) 

を
保
管
管
理
し
て
い
た
史
官
が
受
納
し
た
時
に
署
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
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「
乞
」
・
「
示
」
に
は
基
本
的
に
日
付
が
加
わ
り
、
「
入
」
群
に
は
地
名
が
記
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。

記
事
刻
辞
の
文
型
か
ら
貢
納
に
関
与
し
て
い
た
も
の
と
し
て
「
入
」
群
に
は
貢

納
す
る
者
（
以
後
、
貢
納
者
と
す
る
）
、
「
乞
」
に
は
徴
収
す
る
も
の
（
以
後
、
徴

収
者
と
す
る
）
と
徴
収
さ
れ
る
者
（
以
後
、
被
徴
収
者
と
す
る
）
、
「
示
」
に
は
処

理
す
る
者
（
以
後
、
処
理
者
と
す
る
）
、
受
納
し
署
名
す
る
者
（
以
後
、
署
名
者

と
す
る
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
貢
納
者
・
被
徴
収
者
か
ら
貢
納
さ
れ
た
後
、
処
理
者

の
手
を
経
て
署
名
者
へ
と
い
う
経
路
が
確
認
で
き
る
。
で
は
、
卜
骨
と
卜
亀
に
分

け
て
、
よ
り
詳
細
な
考
察
を
行
う
。

（
二
）
卜
骨
の
貢
納

卜
骨
の
骨
臼
・
骨
面
刻
辞
に
は
「
入
」
群
の
記
事
刻
辞
は
見
ら
れ
ず
、
「
乞
」

と
「
示
」
か
ら
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
な
の
は
「
乞
」
と
「
示
」
の

(14) 

文
型
が
一
っ
の
記
事
刻
辞
上
で
複
合
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

T
亥
乞
自
雰
嘔
十
屯
、
旬
國
示
、
曼
躙
（
合
集
九
四
0
九）

T
丑

t425乞
子
匿

652
、
示
十
屯
、
河
虚
（
合
集
九
一
二
九
九
）

こ
の
刻
辞
か
ら
徴
収
者
が
見
え
な
い
と
き
は
処
理
者
（
旬
）
が
見
え
、
徴
収
者

(i)
が
見
え
る
と
き
は
処
理
者
が
見
え
な
い
。
ま
た
徴
収
・
処
理
さ
れ
た
「
十

屯
」
は
「
乞
」
か
「
示
」
の
片
方
に
の
み
つ
い
て
い
て
、
も
う
片
方
は
省
略
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
複
合
型
の
刻
辞
は
一
九
例
あ
る
が
、
―
つ
の
例
外
も
な
く
こ
の
特

徴
を
有
し
て
い
る
。
徴
収
者
の

i
．
帯
井
・
旬
は
処
理
者
と
し
て
も
見
え
る
こ
と

か
ら
、
徴
収
と
処
理
と
が
同
じ
族
集
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
ま

た
i
な
ど
は
骨
臼
・
骨
面
刻
辞
に
お
い
て
処
理
者
の
用
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
処

理
者
が
被
徴
収
者
に
対
し
て
徴
収
と
処
理
を
行
い
、
署
名
者
へ
受
け
渡
し
て
い

た
。
し
か
し
、
骨
臼
・
骨
面
刻
辞
に
お
い
て
徴
収
や
貢
納
に
関
す
る
内
容
は
、

「
乞
」
「
示
」
併
記
の
刻
辞
が
合
集
の
中
に
一
九
例
、
「
乞
」
の
み
の
刻
辞
が
四
四

例
と
わ
ず
か
で
あ
り
、
大
部
分
は
二
六
四
例
の
「
示
」
の
み
の
刻
辞
、
す
な
わ
ち

処
理
し
か
記
録
し
て
い
な
い
。
で
は
一
体
、
牛
肩
押
骨
は
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
卜
骨
を
貢
納
し
て
い
た
被
徴
収
者
の
特
徴
を
見
て
お
こ
う
。
表
l
は
骨

臼
・
骨
面
刻
辞
中
の
被
徴
収
者
が
徴
収
、
処
理
、
卜
亀
の
貢
納
を
行
っ
て
い
た
状

況
を
表
し
て
い
る
が
、
雰
闊
．
帯
闊
井
翠
．
匿

6
5
2．
古
露
•
允18
•缶
7
3
0
•
新
饂

束
躙
．
~
虚
・
品
姿

7
5
6
.
y霙
．
宜
謳
の
十
一
の
被
徴
収
者
う
ち
、
前
者
七
例
は
徴

収
者
・
処
理
者
と
し
て
も
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
処
理
者
は
徴
収
だ
け
で
な
く
、

被
徴
収
す
な
わ
ち
卜
骨
の
貢
納
を
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
骨
臼
・
骨
面
に

「
示
」
の
刻
辞
し
か
見
え
な
い
の
は
処
理
者
自
身
が
卜
骨
の
納
入
を
行
っ
た
た

め
、
徴
収
・
納
入
の
刻
辞
を
省
略
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

骨
臼
・
骨
面
刻
辞
に
登
場
す
る
氏
族
・
族
集
団
を
挙
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ

表 1 卜骨の被徴収者と徴収・処理
．署名

被徴収者 徴収 処理 署名 貢納

古

゜゚ ゜゚彎

゜゚帯井

゜゚允

゜ ゜概

゜ ゜缶

゜新束

゜宜

゜ロW-lロロ

゜V 

゜苫
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亘
虚
・
旬
叫
・
古
露
．
殻
匈

帯
井
露
・
帯i4
2
5
•
帯
女
4
2
2
．
帯
京
4
2
6
•
帯
研
女4
5
2
．
帯
篇

4
5
3
•
帯
絣
4
5
9
．
帯
姐
4
7
3
•
帝
詳
4
7
6
．
帯
燈
5
0
1
・
帯
汝
5
1
6
.

帯
訓
517
．
帯
娘
521
・
帯
戌
534
．
帯
栢
657
．
帯
具
714
．
帯
杏

閲
．
帯
利
塙
・
帯
羊
国
・
帯
龍
饂
•
帯
関
臨
•
帯
寵
饂
．

帯
宝
叫
．
帯
宅
寧
帯
安
叫
．
唇
甕
瓢
・
帯
函
躙
・
帯
辛

卸
．
帯
喜
謳
需
豊
如
・
帯
竹
蜘
・
帯
良
霞
・
帯
八
訓

子
5
8
0
央
2
0
9
•
子
晶
皿

小
臣
6
5
1
炊
6
6
•小
臣
中
叫
顕

先
6
4立
2
1
3
．
先
目
6
0
1
．
先
歩
8
0
1・
光
宮
謳
・
光
捗
虞
•
光

壼
間

保
8
5
9睾
．
雰
碑
・
伶
8
8．
邑
3
0
5
．
妥
4
5
7
0
4
8
5
•

見
6
2
5

6
2
6
．
了
7
5
7
．
t
8
3
0
8
3
1

・
隈
国
・
犬
閾
．
鼓
虚
•
亀
闘
．
凜

瓢
．
壺
霞
•
早
魯
・
史
響
書
露
．
乍
認
•
王
謳

卜
骨
の
徴
収
・
貢
納
・
処
理
を
行
っ
て
い
た
族
集
団
五
七
例
の
う
ち
帯
は
一
―
―
―
―
―

例
を
占
め
、
他
に
は
子
・
小
臣
・
貞
人
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
共
通
す

る
の
は
殷
王
朝
の
中
枢
で
祭
祀
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
集
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
卜
骨
は
王
室
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
族
集
団
が
供
給
し
て
い

(15) 

た
と
言
え
る
。
帯
は
氏
族
か
ら
王
族
に
嫁
い
で
き
た
婦
人
と
さ
れ
、
婦
人
自
身
の

所
領
、
あ
る
い
は
出
身
氏
族
か
ら
卜
骨
が
供
給
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
子
は
王
子
身

(16) 

分
で
あ
り
、
各
地
に
封
建
さ
れ
所
領
を
持
っ
て
い
た
。
小
臣
は
殷
王
朝
内
部
の
職

(17) 

官
で
あ
り
、
光
も
殷
王
朝
に
従
属
す
る
先
族
の
称
号
あ
る
い
は
何
ら
か
の
職
官
を

表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
身
氏
族
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
卜
骨
を

⑥
そ
の
他

③
「
子
」

④
「
小
臣
」

⑤
「
先
」

①
貞
人

②
「
帯
」

る。

「
某
入
」

る。 供
給
し
て
い
た
。
こ
れ
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
牛
は
祭
祀
な
ど
で
数
十
か
ら

数
百
も
消
費
さ
れ
て
お
り
、
王
室
直
営
の
牧
場
だ
け
で
は
な
く
、
氏
族
か
ら
の
貢

納
に
頻
る
所
が
大
き
く
、
卜
骨
も
同
様
に
貢
納
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
卜
亀
の
貢
納

卜
亀
の
貢
納
に
つ
い
て
は
甲
橋
刻
辞
、
背
甲
刻
辞
、
甲
尾
刻
辞
か
ら
考
察
を
進

め
る
。
甲
橋
・
背
甲
刻
辞
が
「
入
」
群
・
「
乞
」
・
「
示
」
全
て
の
文
型
が
見
ら
れ

る
の
に
対
し
て
、
甲
尾
刻
辞
に
は
一
例
だ
け
「
乞
自
某
」
が
あ
る
だ
け
で
、
全
て

が
「
某
入
」
の
形
式
で
あ
り
、
貢
納
数
が
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
特
徴
で
あ

る
。
甲
尾
刻
辞
と
甲
橋
・
背
甲
刻
辞
に
分
け
て
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
甲
尾
刻
辞

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
貢
納
者
・
被
徴
収
者
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な

「
乞
自
某
」

(
a
)
 

半
は

(
b
)

(
a
)
旬
叫
．
缶
730
．
臣
651
．
鼓
虚
・
王
謡
・
貯
閾
．
啓
諏
．

甫
虚
・
執
蜘
瞬
．
冊
塵
・
中
露

(
b
)ん
7
•

今

2
8
4
．
芍

3
4
2
．
吹
3
4
3
．
図

3
7
8
．
苺

3
8
0
.
E

又
6
0
5
.

翌

6
1
2
．
年
6
6
4
．
肱
9
0
8
．
吟

9
5
2
•
春
叫
．
雪
闊
•
丘
闘
•

翁
謳
．
侯
魔
加
闊
．
囲
鯛
．
｛
丁
料
841.
｛
丁
株
庫
・
外
蜘

・
性
爛
．
状
（
新
編
⑳
）
・
幽
（
新
組
叫
）

匿
652

の
よ
う
に
甲
橋
・
背
甲
刻
辞
に
も
見
え
る
貢
納
者
も
含
ま
れ
る
が
、
大

の
ご
と
く
甲
尾
刻
辞
に
し
か
見
ら
れ
な
い
貢
納
者
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
文
型
や
貢
納
者
が
甲
橋
・
背
甲
と
異
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
甲
尾
刻
辞
と
同

版
上
に
は
第
一
期
晩
期
の
自
組
卜
辞
が
見
え
る
。
甲
尾
刻
辞
に
記
さ
れ
る
貢
納
さ

れ
た
卜
亀
は
王
朝
が
主
催
し
た
公
的
な
卜
占
用
で
は
な
く
、
王
や
王
族
な
ど
の
私

- 53-



表 2 記事刻辞の部位と動詞

I~ 動詞

甲橋
背甲 甲尾 骨臼 骨面

右 左

入 154 4 5 46 1 

来 46 2 2 1 

氏 18 

取 1 

乞 11 3 33 IO 

ホ 16 26 4 260 5 

署名 8 61 28 

計 254 96 ， 49 322 17 

入と示 7 2 

氏と示 5 

乞と示 16 3 

的
な
卜
占
に
用
い
ら
れ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
王
朝
秩
序
」
を
考
察
す
る
に

は
不
適
で
あ
る
。
ま
た
、
甲
尾
刻
辞
の
貢
納
者
は
記
事
刻
辞
以
外
に
見
え
な
い
と

い
う
史
料
的
な
制
約
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
甲
尾
刻
辞
の
貢
納
に
関
し
て
明
ら
か
に

一
方
、
甲
橋
・
背
甲
刻
辞
と
同
版
上
に
は
賓
組
卜
辞
す
な
わ
ち
王
朝
の
公
的
な

ト
占
が
見
え
、
そ
こ
に
関
与
す
る
氏
族
・
族
集
団
は
卜
亀
の
貢
納
以
外
に
も
幅
広

く
王
朝
の
活
動
に
従
事
し
て
お
り
、
「
王
朝
秩
序
」
を
考
察
す
る
の
に
最
適
で
あ

る
。
甲
橋
・
背
甲
刻
辞
に
は
三
つ
の
文
型
全
て
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
文
型
の
相

互
の
関
係
を
手
が
か
り
と
す
る
。
最
初
に
「
入
」
群
と
「
示
」
の
関
係
を
取
り
上

げ
る
。
表
2
か
ら
甲
橋
に
は
「
入
」
と
「
示
」
、
「
氏
」
と
「
示
」
の
例
が
見
え
、

背
甲
に
は
「
入
」
と
「
示
」

う
な
形
で
見
ら
れ
る
。

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
例
が
見
え
る
。
「
入
」
群
と
「
示
」
は
以
下
の
よ

柑
加
入
十
〈
右
甲
橋
〉
帯
袈
訓
示
、
亘
〈
左
甲
橋
〉

「
入
」
群
と
「
示
」
は
卜
骨
の
「
乞
」
と
「
示
」
と
は
異
な
り
、
同
版
上
に
見

え
る
時
も
別
の
場
所
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
腹
甲
に
は
右
甲
橋
に
「
入
」

群
、
左
甲
橋
に
「
示
」
・
「
署
名
」
が
刻
ま
れ
、
背
甲
に
は
上
に
「
入
」
群
、
下
に

「
示
」
が
並
ん
で
い
る
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、

我
闊
氏
千
〈
右
甲
橋
〉
帯
井
示
三
十
、
手
咬
左
甲
橋
〉
（
合
集
―
―
六
反
）

我
氏
千
〈
右
甲
橋
〉
帯
井
示
三
十
、
賓
郎
〈
左
甲
橋
〉
（
合
集
八
三
八
反
）

我
氏
千
〈
右
甲
橋
〉
帯
井
示
百
、
哉
〈
左
甲
橋
〉
（
合
集
九
〇
―
二
反
）

我
氏
千
〈
右
甲
橋
〉
需
門
闊
示
百
、
毀
〈
左
甲
橋
〉
（
合
集
九
〇
一
三
反
）

我
氏
千
〈
右
甲
橋
〉
帯
井
示
四
十
〈
左
甲
橋
〉
（
合
集
―

0
九
一
二
五
反
）

こ
れ
ら
の
甲
橋
刻
辞
か
ら
「
入
」
群
の
貢
納
数
と
「
示
」
の
処
理
数
が
一
致
し

(18) 

て
お
ら
ず
、
大
抵
「
人
」
群
の
貢
納
数
よ
り
「
示
」
の
処
理
数
の
方
が
小
さ
い
。

末
次
氏
は
「
示
」
の
行
為
を
数
量
調
節
と
し
、
い
く
つ
か
を
選
別
し
処
理
し
て
、

(19) 

残
り
は
廃
棄
し
て
い
た
と
す
る
が
、
二
五
0
枚
の
貢
納
例
が
二
五
例
も
あ
る
雀
閻

は
頻
繁
に
方
国
征
伐
に
参
加
す
る
雄
族
と
し
て
知
ら
れ
る
。
雀
な
ら
ば
毎
度
二
五

0
枚
を
納
入
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
に
も
五
0

0
・ニ
0
0
・

五
0
.

――

1
0
・
1
0

0
枚
な
ど
大
量
に
納
入
し
て
お
り
、
雀
で
す
ら
こ
の
よ
う

な
大
量
の
貢
納
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
氏
族
と
し
て
卜
辞

上
に
あ
ま
り
登
場
し
な
い
我
が
毎
回
千
枚
も
納
入
し
て
い
た
と
考
え
難
く
、
一
度

納
入
し
た
千
枚
を
帯
井
や
壼
内
間
が
数
回
に
分
け
て
処
理
し
て
い
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
る
。

次
に
「
乞
」
と
「
示
」
の
関
係
よ
り
卜
亀
の
徴
収
を
見
て
い
く
。
卜
亀
に
お
い

て
は
卜
骨
の
よ
う
に
「
乞
」
と
「
示
」
の
複
合
文
型
は
な
く
、
同
版
上
に
並
存
す

る
こ
と
は
な
く
、
「
乞
」
が
単
独
で
見
え
る
。
そ
こ
に
は
徴
収
者
と
し
て
帯
井
と

（
合
集
九
六
七
一
反
）
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表 3 卜亀の徴収者と徴収・処理・署名

徴収 処理 署名
徴収者

亀 牛 亀 牛 亀 牛

帯井

゜゚ ゜゚殺

゜゚ ゜゚ ゜古

゜ ゜゚ ゜匿

゜束

゜衛

゜缶

゜
表 4 卜亀の被徴収者と徴収・処理・署名

徴収 処理 署名
被徴収者

亀 牛 亀 牛 亀 牛

帯井

゜゚ ゜゚殺

゜犬

゜ ゜鼠

゜゚ ゜゚ ゜古

゜ ゜゚ ゜げ

衛

我

巧

嚢

↓ 

If) 

安

帯
井
乞
自
…

帯
井
示
十
、
哉

古
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
卜
骨
と
同
様
、
卜
亀
の
処
理
も
行
っ
て
い
た
。

…
氏
千

〈
右
甲
橋
〉
（
英
七
八
三
）

…
古
乞
（
自
…
）
三

〈
左
甲
橋
〉
（
合
集
―
―
一
四
八
反
）

〈
左
甲
橋
〉
（
合
集
―
―
―
―
七
―
二
反
）

古
示
十
屯
出
一
ノ
、
殺

〈
骨
臼
〉
（
合
集
一
七
五
七
九
）

…
四
十
、
古

〈
右
甲
橋
〉
〈
左
甲
橋
〉
（
合
集
一
九
三
七
七
反
）

古
に
関
し
て
は
卜
亀
の
処
理
者
と
し
て
の
用
例
は
な
い
が
、
卜
骨
の
処
理
を
行

（
合
集
一
九

っ
て
お
り
（
合
集
一
七
五
七
九
）
、
卜
亀
の
署
名
を
も
行
っ
て
い
る

三
七
七
反
）
。
し
か
し
、
表
3
の
よ
う
に
卜
亀
の
徴
収
者
が
処
理
・
署
名
を
行
っ

て
い
た
例
は
帯
井
盛
・
古
露
．
哉
闊
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
表
4
に
よ
れ
ば
、
卜
亀

の
被
徴
収
者
の
う
ち
徴
収
、
処
理
や
署
名
を
行
っ
て
い
る
の
は
帯
井
・
殴
•
犬
・

次
の
よ
う
な
説
明
が
出
来
る
。

以
上
の
「
入
」
群
・
「
乞
」
．

「
示
」
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
か
ら
、

匿
•
古
だ
け
で
あ
り
、
大
半
は
そ
の
用
例
が
見
え
ず
、
卜
骨
の
徴
収
と
同
じ
傾
向

に
な
い
。
し
螂
．
〶
網
•
安
顕
な
ど
に
は
史
料
的
な
制
約
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
ト

亀
の
被
徴
収
者
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
卜
亀
の
徴
収
者
・
被
徴
収
者
の
一

部
が
卜
骨
に
も
見
え
、
卜
骨
と
同
様
に
卜
亀
の
徴
収
、
被
徴
収
も
処
理
者
が
行
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
「
入
」
群
と
「
乞
」
の
関
係
を
見
て
い
く
。
「
入
」
群
と
「
乞
」
は
同

版
上
に
並
存
す
る
こ
と
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
片
方
し
か
記
さ
れ
な
い
。
卜
亀
の
貢

納
者
と
被
徴
収
者
の
両
方
で
登
場
す
る
も
の
は
わ
ず
か
に
匿
だ
け
で
あ
り
、
「
入
一

群
と
「
乞
」
は
同
じ
卜
亀
の
貢
納
を
表
わ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
別

の
集
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
「
乞
」
の
被
徴
収
者
は

同
時
に
卜
亀
の
処
理
者
で
あ
り
、
卜
骨
と
同
様
、
王
室
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
族

集
団
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
入
」
群
の
貢
納
者
は
方

国
征
伐
な
ど
の
卜
辞
に
頻
繁
に
登

場
す
る
こ
と
か
ら
、
王
室
と
は
離

れ
た
土
地
の
氏
族
で
あ
っ
た
。
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こ
の
貢
納
体
制
の
中
で
署
名
者
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

＾ 「乞」

↓
 

《
「
入
」
群
》

A
入
数
（
右
）

徴
収
者
(
?
)

署
名
者

(
C
)

》

D
乞
自
E
数

徴
収
者

(
D
)

↓
 

あ
る
い
は

↓
 B

示
数
、

C

（左）

貢
納
者

(
A
)

↓
 

乞
自
E
数、

F

貢
納
者

(
E
)

↓
 
処
理
者

(
B
)

処
理
者

(
D
?
）

署
名
者

(
F
)

A
は
従
属
氏
族
、

B
.
D
.
E
は
族
集
団
、

C
.
F
は
署
名
者

卜
亀
の
貢
納
に
は
二
通
り
の
方
式
が
見
え
る
。
―
つ
は
「
入
」
群
で
表
さ
れ
る

貢
納
で
あ
り
、
貢
納
後
は
そ
れ
を
い
く
つ
か
に
分
け
て
族
集
団
が
処
理
し
、
署
名

者
が
保
管
す
る
。
も
う
―
つ
は
「
乞
」
で
表
さ
れ
る
貢
納
で
あ
り
、
族
集
団
が
貢

納
し
た
後
に
、
別
の
族
集
団
が
処
理
し
て
、
署
名
者
が
保
管
す
る
。

以
上
、
卜
骨
と
卜
亀
に
分
け
て
、
「
入
」
群
、
「
乞
」
、
「
示
」
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係

か
ら
貢
納
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
卜
骨
の
貢
納
と
卜
亀
の
「
乞
」
に
よ
る

貢
納
は
王
室
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
帯
・
子
・
小
臣
・
先
な
ど
の
族
集
団
が
担
っ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
族
集
団
は
自
ら
の
所
領
あ
る
い
は
出
身
の
氏
族
か
ら
卜
亀
•

卜
骨
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
別
の
族
集
団
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
、
署
名

者
へ
と
納
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
卜
亀
の
「
入
」
群
に
見
ら
れ
る
貢
納
は
、
方
国
と

隣
接
し
絶
え
ず
戦
争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
従
属
氏
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
族
集
団
が
処
理
、
署
名
者
が
保
管
し
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
は
従
属
氏
族

と
族
集
団
と
の
間
に
貢
納
を
通
じ
た
関
係
が
あ
っ
た
と
し
か
言
え
な
い
。
そ
こ

で
、
次
に
こ
の
貢
納
が
全
て
署
名
者
の
も
と
へ
行
き
着
い
て
い
る
点
に
注
目
し
、

↓
 

二
、
署
名
者
か
ら
み
た
貢
納
体
制

署
名
者
と
は
貢
納
さ
れ
て
き
た
卜
亀
・
ト
骨
を
来
る
べ
き
卜
占
の
日
ま
で
管
理

(20) 

・
保
管
す
る
集
団
で
あ
る
。
署
名
者
二
八
の
う
ち
一
六
に
貞
人
の
用
例
が
あ
り
、

署
名
者
す
な
わ
ち
貞
人
と
は
言
い
が
た
い
が
、
そ
の
大
半
が
貞
人
で
あ
っ
た
点
は

見
逃
せ
な
い
。
陳
夢
家
氏
は
卜
官
（
署
名
者
）
と
卜
人
（
貞
人
）
が
基
本
的
に
異

(21) 

な
る
集
団
だ
と
し
て
い
る
が
、
貢
納
さ
れ
た
卜
亀
・
ト
骨
が
署
名
者
か
ら
貞
人
に

も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
史
料
は
見
ら
れ
な
い
。
貞
人
は
王
や
従
属
氏
族
の
活
動
を

左
右
す
る
卜
占
を
掌
る
者
で
あ
り
、
署
名
者
は
多
く
の
従
属
氏
族
・
族
集
団
が
参

加
す
る
貢
納
の
最
終
受
納
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
両
者
の
関
係
を
明
示
し
、

(
-
）
卜
亀
の
貢
納
と
署
名
者

記
事
刻
辞
の
部
位
と
署
名
者
の
関
係
を
示
し
た
も
の
が
表
5
に
な
る
。
こ
こ
か

ら
卜
亀
に
は
殻
闊
．
争
暉
．
賓
瓢
．
亘
霙
・
古
露
．
章
826
．
耳
680
．
曼
闊
寧
・
小

詈
函
寧
•
岳
字
中
塵
竿
．
嘉
．
匿65
2
の
署
名
者
が
見
ら
れ
る
。

表
5
よ
り
卜
亀
の
署
名
に
は
賓
．
争
・
毀
の
三
者
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
見

え
る
。
こ
れ
は
何
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
甲
橋
・
背
甲
刻
辞
の
中
に
は

「
貯
閲
入
二
十
〈
右
甲
橋
〉
争
〈
左
甲
橋
〉
」
（
合
集
五
四
八

o反
）
の
如
く
卜
亀

の
同
版
上
に
貢
納
者
と
署
名
者
が
共
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
貢
納
者
で
あ
る

「
貯
」
か
ら
署
名
者
「
手
」
へ
と
卜
亀
が
受
納
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ

の
貢
納
者
と
署
名
者
と
の
関
係
を
表
6
に
示
し
た
。
こ
の
表
か
ら
卜
亀
の
貢
納
は

ほ
ぼ
賓
・
｛
手
・
哉
の
三
者
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
た
状
況
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
一
―
―

貢
納
体
制
に
お
け
る
両
者
の
機
能
を
考
察
し
て
い
く
。
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表 5 署名者と記事刻辞の部位

｀ 部位

ロ士又几 争 賓 日 古 之帯 岳 虚 品 内 永 腋 光 中 耳 c±,.,. 早 虚 工 磁 旬 河

亀甲 59 38 19 ， 1 4 4 1 1 

牛骨 24 21 22 19 10 77 62 48 13 8 7 6 5 5 4 2 1 1 

表 6 卜亀における署名者と貢納者の関係

＼ 貢納者
殺 争 賓 亘 犬 ,--'-, ずヽ -~ ヽ 盆冬

翌 3 

貯 3 

莫 1 

鼓 1 

唐 1 

琢 1 

光 1 

磁 1 1 

子商 1 1 

咲 2 

入者 鸞 1 

般 1 

帯好 1 

卒 1 

丘 1 

衣 1 

雀 1 

,-½ 丁 1 

永 1 

松 1 

泉 1 

我 3 

来者 ゴづ 2 1 

莫 1 1 

我 2 1 1 

氏者 先 1 

没 1 

取者 行 1 

賓
以
外
に
も
亘
•
古
·
阜
・
耳
•
曼
（
小
愛
）
が
見

ま
た
卜
亀
の
署
名
者
う
ち
、
先
程
挙
げ
た
毀
・
争

支
配
の
要
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

動
に
も
関
与
し
て
お
り
、
こ
の
三
者
は
殷
王
朝
の
氏
族

匿
は
侯
国
（
合
集
一
九
八
五
一
一
）

で
あ
り
、
貢
納
も
行
う
（
合
集
―
二
三
九
六

反
）
従
属
氏
族
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
…
賓
貞
殿
囚
」
（
合
集
―
七
0
八
一
二
正
）

と
そ
の
生
死
が
王
の
関
心
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
用
例
は
他
に
雀
閻
．
妾
212
．
宙

嘔
子
商
暉
・
帯
妍
459
な
ど
王
族
出
身
者
あ
る
い
は
王
族
に
嫁
い
で
き
た
者
に
見

の
貢
納
を
差
配
す
る
だ
け
で
な
く
、
氏
族
の
様
々
な
行

午
組
•
白
組
・
子
組
卜
辞
や
第
一
―
期
以
降
に
比
べ
て
は

る
か
に
多
く
の
氏
族
が
登
場
し
て
お
り
、
賓
•
争
·
毀

が
そ
の
卜
問
の
大
半
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
賓
組

貞
人
の
筆
頭
で
あ
る
賓
・
争
・
設
が
氏
族
に
よ
る
卜
亀

え
、
こ
れ
も
ま
た
賓
組
卜
辞
の
貞
人
で
あ
る
。
で
は
、
貞
人
以
外
の
署
名
者
は
ど

岳
は
署
名
者
と
自
然
神
の
用
例
以
外
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
卜
骨
の
署
名
者

の
河
虚
は
岳
と
同
様
に
自
然
神
で
あ
る
が
、
河
に
は
何
族
と
い
う
自
然
神
を
祀
る

氏
族
が
い
て
、
第
三
期
に
は
貞
人
を
出
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
岳
に
も
そ
れ
を
祀

る
氏
族
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
部
が
署
名
者
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
愛
（
小

曼
）
に
は
「
…
午
卜
貞
侑
干
曼
壬
」
（
合
集
―
四
八
一
九
）
に
見
え
る
と
お
り
、

「
曼
壬
」
神
が
あ
り
、
そ
れ
を
祀
る
氏
族
か
ら
出
さ
れ
た
署
名
者
で
あ
っ
た
。

ま
り
、
岳
や
曼
は
特
定
の
族
神
を
持
つ
氏
族
で
あ
っ
た
。

に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
賓
組
卜
辞
に
は
同
じ
第
一
期
の

合
わ
せ
れ
ば
、
卜
亀
の
貢
納
と
卜
問
と
は
密
接
な
関
係

最
も
頻
繁
に
卜
問
し
て
い
る
貞
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え

の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

者
が
第
一
期
の
王
朝
卜
辞
す
な
わ
ち
賓
組
卜
辞
の
中
で

つ
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(22) 

え
る
こ
と
か
ら
、
殿
は
王
室
出
身
の
氏
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
中
は
骨
面
刻
辞
に
「
小
臣
中
」
と
し
て
見
え
、
母
は
殷
墟
よ
り
出
土

(23) 

し
た
石
殴
の
把
手
に
「
小
臣
母
」
と
あ
る
。
小
臣
は
奴
隷
階
級
ま
た
は
王
室
で
の

庶
務
を
掌
る
官
と
い
っ
た
低
い
地
位
と
、
王
に
近
侍
し
政
務
の
補
佐
官
と
い
っ
た

(24) 

高
い
地
位
の
高
低
両
方
を
含
ん
だ
官
貝
と
さ
れ
て
い
る
が
、
帯
や
子
な
ど
と
同
様

に
王
室
の
祖
先
祭
祀
に
参
加
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
小
臣
は
奴
隷
階
級
な
ど
で
は

(25) 

な
く
、
王
室
出
身
の
集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
卜
亀
の
署
名
者
に
つ
い
て
特
徴
を
見
て
き
た
が
、
卜
亀
の
保
管
・
管
理

に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
賓
組
卜
辞
の
貞
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
署
名
者
は
自
然
神
を
祀
る
氏
族
出
身
者
、
王
室
出
身
者
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
卜
亀
に
お
い
て
は
賓
組
貞
人
が
保
管
・
管
理
を
掌
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
曼

は
貞
人
と
し
て
数
例
し
か
見
え
な
い
こ
と
、
ま
た
第
一
期
に
お
い
て
は
貞
人
で
は

な
い
（
小
臣
）
中
が
第
二
期
に
な
っ
て
貞
人
と
し
て
現
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
貞

人
と
署
名
者
は
別
の
集
団
で
は
な
く
、
署
名
者
の
中
か
ら
卜
問
す
る
者
す
な
わ
ち

貞
人
が
出
て
い
た
。
大
部
分
は
賓
．
〔
手
・
哉
の
一
―
―
者
が
独
占
的
に
行
っ
て
い
た

が
、
一
部
は
他
の
署
名
者
の
中
か
ら
曼
な
ど
が
出
て
卜
占
し
て
い
た
と
考
え
る
。

（
二
）
卜
骨
の
貢
納
と
署
名
者

卜
骨
に
は
曼
鴎
寧
・
小
謳
愛
寧
寧
•
岳
ェ
．
賓
闊
・
半
闊
．
哉
闊
．
亘

5
．
品

7
4
8
•
古
露
•
永
算
・
中
響
摩
・
耳

6
8
0．
内
虚
・
光
闊
．
旅
詞
・
土
早

8
2
6
.
I
I
D
7
9
3

塁

叩
．b
.

エ
算
•
河
慮
•
犬
国
の
署
名
者
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
署
名
者

の
う
ち
賓
•
畢
・
毀
．
亘
・
品
・
古
•
永
•
内
・
光
・
躯
•
土
早
・
曼
•
耳
は
賓
組

(26) 

卜
辞
の
貞
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
卜
亀
と
同
様
、
卜
骨
に
お
い
て
も
賓
組
卜
辞
の

貞
人
が
署
名
者
と
し
て
保
管
・
管
理
を
掌
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
た
だ
卜
亀
の
よ

間
に
明
確
な
違
い
は
見
え
な
い
。
そ

き
く
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

う
に
賓
•
手
・
哉
の
三
者
に
独
占
さ
れ
て
い
た
状
況
と
は
異
な
り
、
卜
骨
で
は
亘

・
品
・
古
•
永
な
ど
三
者
以
外
の
賓
組
貞
人
が
見
え
、
卜
骨
は
卜
亀
よ
り
も
多
く

の
署
名
者
が
保
管
・
管
理
し
て
い
た
。
ま
た
表
5
に
よ
れ
ば
、
卜
骨
に
頻
繁
に
現

わ
れ
る
署
名
者
が
卜
亀
と
は
大
き
く
異
な
り
、
曼
•
小
曼
•
岳
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
。
で
は
、
こ
の
愛
・
小
曼
•
岳
卜
骨
の
貢
納
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た

一
版
の
卜
骨
上
に
署
名
者
と
並
ん
で
記
さ
れ
る
被
徴
収
者
、
処
理
者
を
署
名
者

と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
卜
骨
の
貢
納
に
お
け
る
曼
•
小
曼
•
岳
の
特
徴
を
見

て
い
く
。
「
乞
」
の
文
型
に
見
え
る
署
名
者
と
被
徴
収
者
と
の
関
係
を
表
7
に、

「
示
」
の
文
型
に
見
え
る
署
名
者
と
処
理
者
と
の
関
係
を
表
8
に
表
わ
し
た
。
こ

係
し
て
い
る
集
団

(
I
群
）
と
曼
．

小
曼
•
岳
と
関
係
し
て
い
る
集
団

(II
群
）
と
が
殆
ど
重
複
し
て
い
な

の
被
徴
収
者
・
処
理
者
は
署
名
者
に

従
っ
て
、

I
群
と

II
群
の
二
つ
に
大

I

群
•
I
I

群
共
に
、
多
帯
•
多
子

を
等
し
く
含
ん
で
お
り
、
ま
た
、
被

徴
収
者
や
処
理
者
の
卜
辞
上
に
お
け

る
活
動
を
見
て
も
、
I

群
•
I
I

群
の

い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
卜
骨

の
表
か
ら
は
帯

t425
帯
井
・
帯
・

邑
•
古
を
除
い
て
賓
•
手
・
哉
と
関

表 7 卜骨における署名者と被徴収者の関係

＼被徴収者者 愛 隻岳 品 光 妾 耳 母 河 殻

毒 7 1 3 2 1 1 

古 2 
＇ 

缶 1 

恨 1 2 

新束 1 

血ロ 1 

の
で
あ
ろ
う
か
。
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表 8 卜骨における署名者と処理者の関係

者` 賓 争 哉 旦 古 光 品 永 旅 内 耳 手-,, 戸 戸a 河 中 犬 工 絃ポk 肴= 盆文 岳

帯 t
7 2 2 1 2 1 3 3 2 

i 
帯井

3 l 7 4 2 1 3 
帯姐

帯利
4 4 1 

利

帯羊

帯婢 2 1 1 

詳

帯否 3 

古 2 1 2 
市＝ 1 1 1 

帯女 1 1 

帯寵 1 

帯辛 1 

も 1 

帯妹 1 
市ニコ女I 1 

帯姐 1 

莫 l 1 1 

書 1 1 

帯良 1 1 1 

帯娘
女≪; 1 ,. 

l 1 

乍 1 

i 1 

見 1 

帯龍 1 I 

帯具 1 

命 1 
丑市r毛ら 1 

邑 1 2 2 3 1 I 14 12 ， 
帯竹 3 1 6 

号‘ぼA女心

帯揺
号市早皿 1 4 2 

帯嬉

帯東 l 1 1 2 1 1 

帯 i 1 1 2 1 
号市r'-玉→ 1 l 3 

帯喜 I 1 1 1 1 

帯汝 2 

帯娯 1 

帯栢 1 

子央 2 I 

子晶 1 

梵f歩 2 2 5 

捗

発目 1 

免宮 1 

完歩 1 

発止 l 

保, 1 

史 1 

雰 1 3 3 

旬 2 1 

鼓 1 2 
与ヒニ~ 1 1 1 

1ef 1 1 

魯 1 

隈 1 

亀 1 

小臣中
1 1 

中

王 1 1 

帯某 l 1 I 1 2 1 

子某 1 
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の
中
で
唯
一
の
違
い
と
し
て

II
群
だ
け
に
「
先
」
集
団
が
属
し
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
「
先
」
集
団
は
一
般
的
に
先
族
出
身
で
早
く
か
ら
殷
王
朝
に
従
属
し

て
い
た
集
団
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら

光
族
は
河
南
省
西
部
に
居
住
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

II
群
の
署
名
者
で

あ
る
「
岳
」
は
自
然
神
の
「
岳
」
を
族
神
と
す
る
氏
族
出
身
者
で
あ
る
と
さ
れ
て

(27) 

お
り
、
岳
族
は
河
南
省
西
部
の
嵩
山
付
近
の
氏
族
と
す
る
説
が
あ
り
、
両
者
は
互

い
に
近
い
地
に
あ
り
、
地
縁
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
愛
・

小
愛
は
「
乙
未
卜
古
貞
!3738
界
曼

二
告
」
（
合
集
八
三
三
二
正
）
、
「
…
幸
＆
…

岳
」
（
合
集
―
四
四
二
九
）
と
両
卜
辞
か
ら
は
＆
方
が
見
ら
れ
、
曼
と
岳
の
出
身

(28) 

氏
族
は
相
互
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

II
群
の
曼

•
小
曼
•
岳
と
関
係
の
あ
る
被
徴
収
者
・
処
理
者
集
団
は
相
互
に
地
縁
的
に
近
い

関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
状
の
殷
代
地
理
研
究
の
成
果
で
は
不
明
な

(29) 

点
が
多
く
全
容
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
考
察
は
こ
こ
で
留
め
て
お

以
上
、
卜
骨
の
署
名
に
は
卜
亀
と
同
様
、
賓
組
貞
人
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た

が
、
曼
•
小
曼
•
岳
の
三
者
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
は
卜
骨
を
貢

納
・
処
理
し
て
い
た
氏
族
や
族
集
団
が
河
南
省
酉
部
に
集
中
し
て
い
て
、
そ
の
地

域
出
身
の
愛
や
岳
が
貢
納
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
卜
亀
・
ト
骨
の
貢
納
体
制
を
考
察
し
て
き
た
が
、
殷
王
朝
の
中
心
た

る
王
が
登
場
し
て
い
な
い
の
に
気
づ
く
。
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
貢
納
体
制
の

中
で
は
署
名
者
、
特
に
貞
人
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の

＜ ゚

―
―
-
、
貢
納
地
に
お
け
る
王
の
意
義

、。カ 貞
人
の
長
た
る
王
は
こ
の
貢
納
体
制
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の

従
来
、
卜
亀
・
ト
骨
は
氏
族
の
地
か
ら
、
王
や
貞
人
の
い
る
殷
都
の
卜
府
に
直

接
納
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
自
明
と
し
て
き
た
。
確
か
に
記
事
刻
辞
か
ら
は
卜
亀

・
ト
骨
が
最
終
的
に
署
名
者
、
特
に
貞
人
の
も
と
へ
納
入
さ
れ
る
様
子
し
か
見
え

ず
、
ま
た
大
部
分
の
卜
亀
・
ト
骨
が
殷
都
よ
り
出
士
し
て
い
る
状
況
を
考
え
合
わ

せ
て
も
、
最
終
的
に
は
殷
都
の
卜
府
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
全
て
の
卜
亀
が
直
接
卜
府
に
も
た

ば
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
貢
納
と
は
氏
族
が
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
殷
王

朝
に
確
認
さ
せ
る
行
為
で
あ
り
、
最
も
効
果
的
な
の
は
氏
族
が
直
接
殷
都
へ
貢
納

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
殷
都
で
は
な
く
、
貢
納
地
を
経
由
す
る
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貢
納
地
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

（
合
集
九
一
九
四
反
）

貢

納

地

は

記

事

刻

辞

中

に

「

書

来

十

三

在

敦

」

の

「

敦

」

の
如
く
、
貢
納
を
表
わ
す
刻
辞
の
後
、
「
在
」
や
「
子
」
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
貢
納
地
と
し
て
敦
醐
．
囲

6
1
5
•
高
顕
．
吉
n
闊
•
I

園
殴
訓
．
甘71
8

羹
訳
慮
謳
．
襄
30
．
寧
蜘
・
劇
露
諏
．
鯰
闘
．
党
陣
．

A
0
9
5
5

．
琢
暉
．
喜

(30) 
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
甲
橋
・
背
甲
刻
辞
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
貢
納
を
表
わ

す
動
詞
も
「
入
」
と
「
来
」
に
限
ら
れ
て
い
る
。
「
入
」
や
「
来
」
を
行
う
貢
納

者
に
は
方
国
、
侯
国
な
ど
と
し
て
も
登
場
す
る
も
の
も
あ
り
、
殷
都
か
ら
遠
く
離

れ
た
氏
族
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
貢
納
地
と
は
卜
府
か
ら
一
日
一
一
日
で

往
復
可
能
な
距
離
に
あ
る
、
王
朝
の
出
先
機
関
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
土
地
で

あ
り
、
遠
方
の
氏
族
が
貢
納
す
る
た
め
の
中
継
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

一
部
は
貢
納
地
と
経
由
し
た
あ
と
、
殷
都
に
向
け
て
運

で
あ
ろ
う
か
。
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こ
れ
ら
が
出
先
機
関
の
地
と
さ
れ
る
の
に
は
田
脹
地
と
し
て
の
用
例
が
見
え
、

敦
•
高
・
襄
•
寧
•
鼓
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
受
年
地
（
農
業
関
係
地
）
・
牧
場
と

(32) 

し
て
の
用
例
見
え
る
も
の
が
あ
り
、
敦
・
匹
•
劇
・
党
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

(33) 

田
騰
に
は
遊
楽
活
動
、
軍
事
演
習
、
祭
祀
、
生
産
手
段
な
ど
様
々
な
側
面
が
見
え

る
が
、
王
が
直
接
赴
き
氏
族
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
王
の
支
配
と
氏
族
の
従
属
が

(34) 

再
確
認
さ
せ
る
場
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
貢
納
地
の
中
で
も
敦
・

高
・
寧
に
は
王
が
直
接
赴
い
て
田
脹
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
受
年
地
は
王
室
が
自

ら
経
営
す
る
農
耕
地
で
あ
っ
て
、
常
に
雨
や
加
護
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
王
室
の

(35) 

影
響
力
が
及
ぶ
土
地
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
「
貞
王
勿
往
省
黍
」
（
合
集
九
六
一

二
）
の
如
く
、
受
年
地
に
王
が
往
来
し
視
察
し
て
お
り
、
特
に
貢
納
地
の
中
で
も

(36) 

敦
に
は
頻
繁
な
往
来
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
王
室
経
営
牧
場
の
廊
に
も
王
は
往

来
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
門
・

l
．
甘
・
稟
麿
に
は
田
脹
地
・
受
年
地
と
し
て

(38) 

の
用
例
は
な
い
が
、
王
が
往
来
し
て
い
る
例
は
見
え
る
。
つ
ま
り
貢
納
地
は
王
の

強
い
影
響
力
の
及
ぶ
土
地
と
い
え
、
王
が
い
る
場
所
、
あ
る
い
は
王
の
強
い
影
響

カ
の
及
ぶ
土
地
に
卜
亀
が
貢
納
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
貢
納
地
で
は
「
乙
卯
卜
亘
貞
今
日
王
至
子
敦
夕
彬
子
央
」

（
合
集
七
九
五
四
）
の
よ
う
に
、
王
が
往
来
し
た
貢
納
地
で
子
央
と
彫
祭
を
し
た

こ
と
が
見
え
る
が
、
貢
納
地
で
王
と
貢
納
関
係
者
が
直
接
会
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
例
は
他
に
見
え
な
い
。
こ
こ
で
「
呼
師
般
取
往
自
敦
」
（
合
集
八
三
九
）
や

「
:
・
呼
帯
好
往
ー
」
（
合
集
八
0
四
四
正
）
の
よ
う
に
、
敦
や

I
の
貢
納
地
に
師
般

、
、
、
、

や
帯
好
が
往
来
し
て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
、
師
般
や
帯
好
は
呼
ば
れ
て
、
王
が

頻
繁
に
往
来
し
て
い
た
貢
納
地
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
師
般
や
帯
好

は
貢
納
者
と
し
て
見
え
、
す
な
わ
ち
王
が
貢
納
地
に
滞
在
し
て
い
る
時
に
、
王
に

呼
ば
れ
た
師
般
や
帯
好
が
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貢
納
地
で
は
な
い
が
、
王
と
氏

久
（
文
編

700)
八
二
顕

牧
戚

見
6
2
6
•
唐
闊
．
営
爛

こ
こ
に
見
ら
れ
る
氏
族
は
夫
•
久
八
八
•
世
を
除
い
て
、
戦
争
な
ど
の
軍
事
活
動

に
従
事
す
る
一
方
で
、
常
に
殷
王
朝
の
敵
対
勢
力
で
あ
る
方
国
の
脅
威
に
さ
ら
さ

應 立
久憔 劇 寧

莫

襄

莫

庶

夫

202
．
妾

212
．
莫
瓢

〈
貢
納
地
〉
〈
貢
納
氏
族
〉

書
函

書

高 敦
し
た
氏
族
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

族
を
呼
び
よ
せ
、
共
に
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
例
が
見
え
る
。

貞
我
闊
在
址
804
亡
其
刹
暉

辛
亥
卜
殻
貞
呼
戊
盟
往

t
霊
址

辛
亥
卜
殴
貞
呼
飲
寧
令
姻
書
如
不
嚢
六
月
（
以
上
、
合
集
四
二
八
四
）

戊
午
卜
哉
貞
令
戊

t
址
其
遇
…

（
以
上
、
合
集
一
七
四
）

貞
戊
不
其
獲
先

64

と
あ
り
、
「
我
」
す
な
わ
ち
王
が
「
址
」
地
に
い
る
時
に
「
戊
」
「
飲
」
「
令
」

(39) 

「
書
」
の
各
氏
族
が
呼
ば
れ
、
そ
の
地
に
住
む
「
祉
」
族
や
近
辺
の
「

t
」
族
と

共
に
褒
（
祭
祀
）
や
先
人
の
捕
獲
に
従
事
し
て
い
る
。
つ
ま
り
王
が
赴
い
た
土
地

に
い
く
つ
か
の
氏
族
が
呼
ば
れ
、
王
‘
•
土
催
の
田
騰
や
祭
祀
な
ど
に
参
加
し
て
い
た

こ
と
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
貢
納
地
ヘ
卜
亀
を
も
た
ら
し
た
氏
族
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
。
関
与
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れ
て
い
る
氏
族
で
あ
る
。
ま
た
王
が
往
来
し
た
の
は
夫
だ
け
で
あ
り
、
残
り
の
地

(40) 

に
は
そ
の
例
が
な
い
。
す
な
わ
ち
貢
納
地
に
納
入
し
て
い
た
氏
族
は
遠
隔
地
に
あ

っ
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
貢
納
地
が
氏
族
の
地
と
殷
都
の
間
で
中
継
地
と

(41) 

し
て
機
能
し
て
い
た
と
す
る
末
次
氏
の
説
に
は
賛
同
で
き
る
。
た
だ
し
、
単
な
る

中
継
地
で
は
な
く
、
書
一
・
咲
・
莫
•
牧
・
見
の
各
氏
族
に
は
「
貞
呼
子
豊
氏
t
4
0

新
謳
射
」
（
合
集
五
七
八
五
）
の
如
く
、
呼
ば
れ
て
様
々
な
活
動
に
従
事
し
て
い

る
例
が
あ
り
、
貢
納
地
は
氏
族
が
王
と
接
見
す
る
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
王
が
往
来
し
た
貢
納
地
に
は
い
く
つ
か
の
氏
族
が
呼
ば
れ
、
王
の

主
宰
す
る
田
謄
・
農
耕
儀
礼
・
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
る
と
共
に
、
卜
亀
の
貢
納
も

な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
節
に
お
い
て
卜
亀
が
氏
族
か
ら
帯
な
ど
の
処
理
者
の
手
を
経
て
、
署
名
者
す

な
わ
ち
貞
人
へ
と
い
う
貢
納
の
流
れ
と
、
貢
納
が
賓
組
（
王
朝
）
卜
辞
の
中
心
的

な
貞
人
で
あ
る
賓
•
手
・
哉
の
一
二
者
の
も
と
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
察

し
た
が
、
貢
納
地
か
ら
は
ま
た
違
っ
た
一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
田

脹
地
や
受
年
地
な
ど
王
が
往
来
し
所
在
し
て
い
る
場
所
に
貢
納
さ
れ
て
お
り
、
王

の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
全
て
の
記
事
刻
辞
に
貢
納
地

が
見
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
卜
亀
の
大
半
は
殷
都
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
当
然
、
王
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
え
る
。

ま
た
、
貢
納
地
か
ら
は
、
殷
王
朝
の
支
配
体
制
に
よ
っ
て
、
新
た
な
一
面
に
気

づ
く
。
つ
ま
り
、
従
来
、
王
は
殷
都
に
い
て
氏
族
と
接
見
し
て
い
た
こ
と
が
大
前

提
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
が
、
王
は
殷
都
周
辺
の
土
地
に
出
か
け
て
い
き
、
氏
族

を
呼
び
よ
せ
、
そ
こ
で
田
脹
や
祭
祀
、
貢
納
の
受
納
な
ど
を
一
緒
に
行
う
こ
と

で
、
氏
族
と
の
関
係
を
構
築
し
て
い
た
と
言
え
る
。

れ
て
い
た
。

以
上
、
貢
納
体
制
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
第
一
期
武
丁
期
の
「
王
朝
秩
序
」
を

考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
の
論
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
卜
占
制
度
と
並
ん

で
、
卜
亀
・
ト
骨
の
貢
納
体
制
が
殷
王
朝
の
結
合
秩
序
と
な
っ
て
い
た
。
貢
納
は

卜
亀
と
卜
骨
と
で
様
相
が
異
な
っ
て
い
た
が
、
貢
納
全
般
に
王
の
存
在
が
強
く
影

響
し
て
い
た
。
卜
亀
は
従
属
氏
族
か
ら
族
集
団
を
経
て
、
王
朝
卜
辞
の
卜
問
を
掌

る
賓
組
貞
人
へ
と
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
卜
骨
は
王
と
親
族
関
係
に
あ
っ
た

族
集
団
か
ら
、
地
縁
的
関
係
に
あ
る
署
名
者
あ
る
い
は
賓
組
貞
人
へ
と
も
た
ら
さ

で
は
、
こ
の
貢
納
体
制
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(42) 

記
事
刻
辞
に
見
ら
れ
る
貢
納
は
第
一
期
に
限
ら
れ
、
第
二
期
以
降
に
は
見
ら
れ
な

い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
記
事
刻
辞
見
え
る
氏
族
名
が
第
二
期
以
降
の
田

服
地
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
期
の
記
事
刻
辞
の
貢
納
が

第
二
期
以
降
の
田
謄
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
受
け
継

が
れ
た
も
の
と
は
、
王
が
持
っ
て
い
た
氏
族
と
の
紐
帯
を
強
化
す
る
機
能
で
あ

る
。
つ
ま
り
第
一
期
に
お
い
て
は
第
三
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
王
が
移
動
し
た
士

地
で
氏
族
と
共
に
田
脹
や
祭
祀
、
貢
納
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
王
と
氏
族
と
の
紐

帯
が
強
化
さ
れ
て
い
た
。
第
二
期
以
降
に
は
王
が
氏
族
の
地
に
赴
き
共
に
田
腿
を

(43) 

行
う
こ
と
に
よ
り
、
紐
帯
を
強
め
て
い
た
制
度
的
な
田
脹
が
確
立
し
、
言
い
換
え

れ
ば
、
王
が
氏
族
と
の
関
係
を
強
化
す
べ
く
、
王
の
所
在
地
で
田
脹
だ
け
で
な
く

祭
祀
や
貢
納
も
行
い
、
第
一
期
に
は
そ
れ
が
記
事
刻
辞
を
通
し
て
検
討
し
た
貢
納

体
制
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
第
二
期
以
降
に
は
制
度
化
さ
れ
た
田
脹
に
見
る
こ
と

お

わ

り

に
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が
で
き
る
。
し
か
し
、
第
一
期
の
貢
納
体
制
か
ら
第
二
期
以
降
の
田
脹
体
制
へ
の

移
行
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

殷
代
に
見
え
る
王
の
機
能
は
西
固
に
お
い
て
も
な
お
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
た
と
考
え
る
。
西
固
に
は
王
の

「
通
省
」
と
い
う
行
為
が
見
え
、
王
の
移
動
が

(44) 

支
配
の
実
効
性
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
殷
と
西
周
と
の
関
係
は
今
後
の
課
題

と
す
る
が
、
古
代
中
国
に
通
じ
て
見
え
る
王
の
機
能
は
、
殷
代
晩
期
武
丁
期
に
そ

松
丸
道
雄
一
九
七
0
参
照
。

董
作
賓
一
九
三
―
一
で
冊
系
・
称
謂
•
貞
人
・
坑
位
・
方
国
・
人
物
・
事
類
・
文

法
・
字
形
・
書
体
を
標
準
と
し
て
五
つ
に
時
期
区
分
し
た
。
時
期
と
王
と
の
関

係
は
、
第
一
期
は
武
丁
お
よ
び
そ
れ
以
前
、
第
二
期
は
祖
庚
・
祖
甲
、
第
三
期

は
康
辛
•
康
丁
、
第
四
期
は
武
乙
・
文
武
丁
、
第
五
期
は
帝
乙
•
帝
辛
と
な

る
。
諸
氏
こ
れ
に
訂
正
を
加
え
て
い
る
が
、
根
本
的
に
大
き
く
変
わ
る
も
の
で

な
い
た
め
、
甑
氏
の
分
期
に
従
っ
て
お
く
。

赤
塚
忠
一
九
七
七
、
伊
藤
道
治
一
九
六
一
参
照
。

白
川
静
一
九
五
四
、
陳
夢
家
一
九
五
六
、
四
八
三
＼
五
0

―
頁
、
伊
藤
道
治
―
―

0

0
―
一
、
一
三
四
ー
一
七
七
参
照
。
伊
藤
二

0

0
二
で
多
子
・
多
帯
な
ど
の
集

団
を
「
族
集
団
」
と
呼
ぶ
が
、
以
後
こ
れ
に
従
う
。

陳
夢
家
一
九
五
六
、
二
四
九
ー
一
―
―
―
二
頁
、
松
丸
道
雄
一
九
六
一
二
参
照
。

合
集
九
一
七
七
と
は
『
甲
骨
文
合
集
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
の
分
類
番

号
で
あ
る
。
ま
た
、
甲
骨
文
字
に
は
一
文
字
に
数
種
の
形
が
あ
る
こ
と
が
多

く
、
ま
た
文
字
の
解
釈
も
諸
氏
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
ど
の
文
字
で
あ
る
の

か
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
統
一
さ
れ
た
基
準
が
な
い
。
そ
こ
で
末
次
―

1
0
0

―
―
•
同
一
―00

三
が
提
唱
し
て
い
る
類
纂
（
桃
孝
遂
主
絹
一
九
八
九
）
の
文
字

番
号
を
文
字
の
後
に
付
し
て
お
く
。
ま
た
文
編
（
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
）
．

新
絹
（
沈
建
華
・
曹
錦
炎
―

1
0
0
1)

の
文
字
番
号
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
類

の
原
初
形
態
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

18 (16) 

(17) 

ヘ/
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ヽ
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ヽ
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9
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(
7
)
 

(
8
)
 

纂
番
号
で
統
一
し
、
な
い
も
の
を
文
紺
•
新
編
で
補
う
こ
と
と
す
る
。
今
後
、

特
に
氏
族
名
に
付
す
こ
と
と
す
る
。

玉
宇
信
・
楊
升
南
一
九
九
九
、
五
一
六
ー
五
一
九
頁
参
照
。

第
一
期
以
外
に
も
第
一
二
期
凜
辛
期
の
甲
尾
刻
辞
（
陳
夢
家
一
九
五
六
、
一
七
六

ー
一
八
一
二
頁
）
、
第
四
期
武
乙
・
・
文

T
期
と
さ
れ
る
歴
組
押
骨
記
事
刻
辞
（
斉
文

心
一
九
九
一
）
が
見
え
貢
納
を
表
す
が
、
本
論
で
は
第
一
期
を
取
り
上
げ
る
た

め
扱
わ
な
い
。

末
次
信
行
―

1
0
0

I

、
同
二
0
0
1
―
、
同
一

1
0
0
―
二
参
照
。

胡
厚
宣
一
九
四
四
参
照
。
ま
た
記
事
刻
辞
と
し
て
は
五
種
の
他
に
牛
距
骨
刻
辞

．
肋
骨
刻
辞
•
獣
骨
（
牛
・
馬
・
鹿
）
刻
辞
・
人
頭
刻
辞
が
見
え
る
が
、
貢
納

に
関
す
る
内
容
を
含
ま
な
い
た
め
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。
張
乗
権
一
九
七
八
、

一
九
六
頁
参
照
。

胡
厚
宣
一
九
四
四
、
末
次
信
行
―

-
0
0
四
参
照
。
末
次
は
「
来
」
に
「
示
」
と

同
意
の
例
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

胡
厚
宜
の
「
祭
祀
」
説
、
李
亜
農
の
「
欄
置
・
保
存
」
説
、
陳
夢
家
の
「
堅
鑽
」

説
、
厳
一
罪
の
「
繋
鑽
指
示
」
説
、
董
作
賓
の
「
送
致
」
説
、
王
宇
倍
の
「
検

視
・
験
収
」
説
、
末
次
信
行
の
「
卜
用
指
示
」
説
な
ど
が
あ
る
。

胡
厚
宣
一
九
四
四
、
陳
夢
家
一
九
五
六
、
一
七
六
ー
一
八
三
頁
参
照
。
胡
厚
宣

は
史
官
と
し
、
陳
夢
家
は
媛
署
者
と
し
て
卜
官
に
位
置
づ
け
、
卜
人
（
貞
人
）

と
は
基
本
的
に
別
の
集
団
と
し
た
。
こ
こ
で
は
単
に
署
名
を
し
た
も
の
と
し
て

署
名
者
と
し
て
お
く
。

末
次
信
行
二
0

0
―
参
照
。

陳
夢
家
一
九
五
六
、
四
九
一

1
四
九
一
二
頁
、
楊
升
南
一
九
九
九
、
四
一
二
六
1
四

五
三
頁
参
照
。

楊
升
南
一
九
九
九
、
四
二
六
1
四
五
三
頁
参
照
。

陳
夢
家
一
九
五
六
五
0
三
ー
五
0
八
頁
、
楊
升
南
一
九
九
九
、
四
三
五
1
四
七

0
頁
参
照
。

「
年
闊
叫
入
一
二
、
帯
示
十
、
哉
」
（
合
集
九
―
一
七
四
反
）
の
よ
う
に
貢
納
数
が
処
理

数
よ
り
少
な
く
な
る
例
が
あ
る
。
末
次
信
行
―

1
0
0
四
で
は
処
理
者
「
帯
」
が

七
枚
増
や
し
て
署
名
者
「
哉
」
に
納
入
し
た
と
す
る
が
、
そ
れ
に
従
う
。
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末
次
個
行
―

1
0
0
四
は
「
示
」
を
品
質
検
査
・
数
量
調
整
と
し
、
貢
納
さ
れ
た

も
の
の
一
部
が
卜
占
に
供
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

陳
夢
家
一
九
五
六
、
一
七
六
ー
一
八
三
頁
参
照
。

陳
夢
家
一
九
五
六
、
一
七
六
ー
一
八
三
頁
参
照
。

白
川
静
一
九
五
七
に
雀
が
王
族
出
身
で
あ
る
根
拠
と
し
て
「
囚
」
の
例
を
挙
げ

て
い
る
。

高
去
尋
一
九
五
七
参
照
。

木
村
秀
海
二
0

0
四
参
照
。

白
川
静
一
九
五
五

a
、
同
一
九
五
五
b
参
照
。

陳
夢
家
一
九
五
六
、
一
七
―
―
―
ー
―

1
0
六
頁
参
照

白
川
静
一
九
七
二
、
七
0
頁
参
照
。

他
に
「
辛
酉
卜
争
貞
翌
癸
酉
呼
雀
燎
子
岳
」
（
合
集
四
―
―
二
）
と
あ
り
、
＆
方

を
頻
繁
に
征
伐
し
て
い
た
雀
が
岳
に
赴
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
岳
が
＆
方
に
近

か
っ
た
と
考
え
る
。

鐘
柏
生
一
九
八
九
に
記
事
刻
辞
関
連
地
名
の
考
察
が
あ
る
が
、
地
望
不
詳
と
な

っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

末
次
信
行
―
1
0
0
四
は
I

（
合
集
八0
五
八
・
屯
四
二
四
八
）
•
も
（
合
集
一
八

九
反
）
．
琢
（
合
集
一
―

I

0
1
―
七
）
を
挙
げ
な
い
が
、
こ
れ
も
貢
納
地
と
し
て
加

え
て
お
く
。
ま
た
「
郭
」
を
入
れ
て
い
る
が
、
合
集
七
九
五
九
反
に
は
「
敦
」

が
見
え
る
の
で
、
除
い
て
お
く
。

末
次
信
行
―

1
0
0
四
参
照
。

末
次
信
行
―

1
0
0
四
参
照
。
他
に
は
駐
屯
地
な
ど
の
軍
事
関
係
の
士
地
と
し
て

囲
（
合
集
八
ニ
―
九
甲
）
．

l
（
合
集
七
三
五
七
）
．
寧
（
合
集
―
―
1
0
六
一
）
が

見
ら
れ
、
邑
を
作
っ
た
土
地
と
し
て
廊
（
合
集
一
三
五
0
五
）
が
あ
る
。
こ
れ

ら
が
殷
王
朝
に
と
っ
て
の
出
先
機
関
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

松
丸
道
雄
一
九
六
三
、
一
四
一
＼
一
五
七
頁
参
照
。

松
丸
道
雄
一
九
六
―
―
-
、
一
四
―
ー
一
五
七
頁
参
照
。

白
川
静
一
九
五
七
、
一
六
頁
、
陳
夢
家
一
九
五
六
、
三
―
―
―
―
ー
三
一
九
頁
参
照
。

王
の
敦
へ
の
往
来
は
、
合
集
―
―

1
0
正
•
五
―
―
一
七
•
五
―
―
一
八
•
六
六
四

七
•
七
八
六
一
・
七
九
四

0
•

七
九
四
一
・
七
九
四
ニ
・
七
九
四
三
・
七
九
四

四
•
七
九
四
五
•
七
九
四
六
•
七
九
四
八
•
七
九
四
九
・
七
九
五
―
一
・
七
九
五

四
•
七
九
五
六
•
七
九
五
七
•
九
六
一

O
·

―
二
八
―
四
正
、
英
七
―
―
―
―
-
・
七

ニ
四
•
七
二
五
•
一
―
九
四
に
見
え
る
。
敦
は
田
脹
地
、
受
年
地
、
牧
場
（
「
丙

寅
卜
貞
王
往
省
牛
…
」
（
合
集
―
―
―
七
一
正
）
）
と
し
て
見
え
、
頻
繁
に
王
が

往
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
甫
要
な
地
で
あ
っ
た
。

王
室
直
営
牧
場
と
し
て
敦
（
一
―
―
七
一
正
、
一
―
四
0
六
）
と
芦
（
二
四
九

正
）
が
あ
る
が
、
敦
は
注

(30)
で
言
及
し
た
が
、
芦
に
も
玉
の
往
来
が
合
集

―
―
1
0
正
•
八
一
三
一
•
八
ニ
―
九
甲
•
八
二
三
一
・
八
二
二
三
に
見
え
る
。

王
の
往
来
の
卜
辞
は
序
が
合
集
八

0
七
八
•
八
0
七
九
、
I

が
合
集
六
四
七
七

正
·
七
三
五
七
正
•
八

0
五
四
、
甘
が
合
集
八
0
0
1
•

八
0
0
-

―
•
八0
0

一
三
菱
塩
が
合
集
―

0
九
三
0
に
各
々
見
え
る
。

「
我
間
」
に
は
王
の
用
例
と
氏
族
の
用
例
が
あ
る
が
、
王
の
用
例
と
し
て
「
戊
子

卜
賓
貞
王
逐
ふ
lm

（
鳥
の
名
前
）
千
祉
亡
災
之
日
王
往
逐
ふ
子
址
允
亡
災
獲
ふ

八
」
（
合
集
九
五
七
二
）
に
、
「
址
」
地
に
王
が
直
接
往
来
し
て
田
服
し
て
い
る

の
に
対
し
、
「
我
」
族
が
往
来
し
た
卜
辞
は
な
く
、
こ
こ
で
は
王
と
す
る
。

久
八
八
•
世
は
記
事
刻
辞
と
し
て
の
用
例
し
か
な
く
、
判
断
が
出
来
な
い
た
め
除

外
し
た
。

末
次
侶
行
二
0

0
四
参
照
。

注

(
8
)
参
照
。

殷
代
の
田
騰
地
の
研
究
に
は
松
丸
道
雄
一
九
六
三
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
田
騰

地
は
殷
都
か
ら
半
径
―

1
0
キ
ロ
の
範
囲
内
に
収
ま
る
と
し
、
王
は
実
際
に
は
氏

族
の
地
に
赴
か
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
松
井
嘉
徳
二

0

0
三
で
指
摘
す

る
と
お
り
田
騰
以
外
に
も
王
が
各
地
へ
往
来
し
て
い
る
卜
辞
が
多
数
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
実
際
は
氏
族
の
地
に
移
動
し
た
も
の
と
し
て
お
く
。

松
井
嘉
徳
二
0
0
1
――参照。

史
資
料
・
文
献
一
覧

〈
史
資
料
〉

合
集
：
『
甲
骨
文
合
集
」
（
郭
沫
若
主
紺
、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）

英
：
『
英
国
所
蔵
甲
骨
集
』
（
李
学
勤
等
編
著
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
、
九
―
一
年
）

(44 
(41) 

(42) 

(43) 

,,-._ 

40 
~ 

39 (38) 
37 
ヽ
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古
代
4
」、

文
編
：
『
甲
骨
文
編
（
増
訂
版
）
』
（
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
、
中
華
書
局
、

六
五
年
）

類
纂
：
『
殷
墟
甲
骨
刻
辞
類
纂
』
（
眺
孝
遂
主
絹
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）

新
編
：
『
新
編
甲
骨
文
字
形
総
表
』
（
沈
建
華
・
曹
錦
炎
編
、
中
文
大
学
出
版
社
、
二
O

0

一年）

〈
論
著
〉

一
、
日
文

赤
塚
忠
一
九
七
七
『
中
国
古
代
の
宗
教
と
文
化
』
（
角
川
書
店
）

伊
藤
道
治
一
九
六
一
「
宗
教
面
か
ら
見
た
殷
代
の
一
―
‘
-
―
一
の
問
題
点
」
（
『
東
洋
史
研
究
』

―
1
0
巻
三
号
）

同一―
0

0
―
-
『
古
代
殷
王
朝
の
謎
」
（
講
談
社
）

木
村
秀
海
二
0

0
四
「
甲
骨
文
・
金
文
の
小
臣
に
つ
い
て
」
（
『
人
文
論
究
」
五
三
）

白
川
静
一
九
五
四
「
殷
の
王
族
と
政
治
の
形
態
」
（
『
古
代
学
」
三
巻
第
一
号
）

同
一
九
五
五

a
「
小
臣
考
（
上
）
」
（
『
立
命
館
文
学
」
第
一
―
六
号
）

同
一
九
五
五
b

「
小
臣
考
（
下
）
」
（
『
立
命
館
文
学
』
第
一
―
七
号
）

同
一
九
五
七
「
殷
代
雄
族
考
其
二
雀
」
（
『
甲
骨
金
文
学
論
叢
』
）

同
一
九
七
―
-
『
甲
骨
文
の
世
界
』
（
平
凡
社
）

末
次
信
行
―

1
0
0

I

「
殷
王
朝
の
卜
占
制
度
概
説
（
上
）
」
（
『
金
蘭
短
期
大
学
研
究
誌
」

第
三
二
号
）

同
―

1
0
0
1
―
「
殷
王
朝
の
卜
占
制
度
概
説
（
中
）
」
（
『
金
蘭
短
期
大
学
研
究
誌
」

第
三
三
号
）

同
一
―

0
0
1
―
-
「
殷
王
朝
の
卜
占
制
度
概
説
（
中
2
)
」
（
『
金
蘭
短
期
大
学
研
究

誌
』
第
三
四
号
）

同

二

0

0
四
「
卜
占
用
亀
骨
の
貢
納
概
略
（
上
）
ー
_
血
芹
2

武
丁
期
の
特
殊
記

事
刻
辞
を
中
心
と
し
て
|
|
＇
」
（
『
千
里
金
蘭
大
学
紀
要
』
第
一
号
）

松
井
嘉
徳
二

oo-―
-
「
経
巡
る
王
」
（
「
古
代
王
権
の
誕
生
I
東
ア
ジ
ア
編
』
、
角
川
書

店）

松
丸
道
雄
一
九
六
三
「
殷
墟
卜
辞
中
の
田
服
地
に
つ
い
て
I

殷
代
国
家
構
造
研
究
の

た
め
に
ー
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
一
冊
）

同

一

九

七

0

「
殷
周
国
家
の
構
造
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
4

一
九

岩
波
書
店
）

二
、
中
文

陳
夢
家
一
九
五
六
『
殷
墟
卜
僻
綜
述
』
（
大
通
書
局
）

高
去
尋
一
九
五
七
「
小
臣
母
石
殴
的
歿
片
輿
銘
文
」
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊
』
第
二
八
本
（
慶
祝
胡
適
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
下
冊
）
）

胡
厚
宜
一
九
四
四
「
武
丁
時
五
種
記
事
刻
辞
考
」
（
『
甲
骨
学
商
史
論
叢
初
集
』
第
三

冊
、
大
通
書
局
）

斉
文
心
一
九
九
一
「
歴
組
押
骨
記
事
刻
辞
試
釈
」
（
『
中
国
史
研
究
」
一
九
九
一
年
第

四
期
）

董
作
賓
一
九
一
―
―
―
-
「
甲
骨
文
断
代
研
究
例
」
（
『
慶
祝
察
元
培
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
」

上
冊
）

楊
升
南
一
九
九
九
王
宇
信
・
楊
升
南
主
綱
『
甲
骨
文
一
百
年
』
（
社
会
科
学
文
献
出

版
社
）

張
乗
権
一
九
七
八
『
甲
骨
文
輿
甲
骨
学
』
（
国
立
編
訳
館
）

鐘
柏
生
一
九
八
九
『
殷
商
卜
酔
地
理
論
叢
」
（
藝
文
印
書
館
）

（
関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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